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毎週火 金曜日発行･

◇ 雇用機会創出等 企業局企業職員 給与 特例 関 規程（ ）（総務課）…………

鳥取県企業局企業職員就業規則 一部 改正 規程（ ）（〃）………………………………

企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程（ ）（〃）…………………………

◇ 中津 操作規程及 茗荷谷 操作規程 一部 改正 訓令（ ）（総務課）……………

雇用機会創出等 企業局企業職員 給与 特例 関 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

雇用機会創出等 企業局企業職員 給与 特例 関 規程

（目的）

第 条 規程 、現下 著 停滞 経済活動 影響 極 悪化 県内 民間雇用情勢 回復

県民生活及 県内 経済 安定及 向上 図 上 重要 課題 並 現下 厳 企業局

経営状況等 踏 、県内 雇用機会 創出 図 施策等 財源 充 、企業局企業職

員 給与 時限的 減 特例措置 講 目的 。

（給料月額 特例）

第 条 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間（以下「特例期間」 。） 企業局企業職

員 給与 関 規程（昭和 年鳥取県企業管理規程第 号。以下「給与規程」 。） 適用 受 企

業局企業職員（以下「職員」 。） 給料月額 、給与規程第 条第 項 規定 例

職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号。以下「給与条例」 。）第 条第 項、

給与規程第 条第 項 規定 例 現業職員 給与 関 規則（昭和 年鳥取県

規則第 号。以下「現業給与規則」 。）第 条第 項、給与規程第 条第 項 規定 例

給与条例第 条第 項、給与規程第 条第 項 規定 例 現業給

与規則第 条 第 項及 第 項並 給与規程第 条 規定 例 給与条例第

条第 項及 第 条 規定 、 規定 定 額（以下「給料基礎額」

。） 当該額 次 各号 掲 職員 区分 応 、当該各号 定 割合（以下「特定割合」 。）

乗 得 額（当該額 円未満 端数 生 、 切 捨 額） 減 額 。

（ ） 次号及 第 号 掲 職員以外 職員 分
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給 料 表 対 象 者

給与条例第 条第 項第 号 掲

行政職給料表

（ ） 職務 級 級 者

（ ） 職務 級 級 者 号給 号給以下

現業給与規則第 条第 項第 号

掲 現業職給料表（ ）

職務 級 級 者 号給 号給以下

現業給与規則第 条第 項第 号

掲 現業職給料表（ ）

職務 級 級 者 給料月額 区分 第 類

３ １ １ １ １

２ ２ ５

２ １ １

１

１

２ １ ２

２

１ １

に げ

る

その の が である

その の が である のうちその が であ

るもの

に

げる

その の が である のうちその が であるもの

に

げる

その の が である のうちその の が であ

るもの

14

（ ） 管理職手当 支給 受 職員 支給割合 分 分

（ ） 別表 左欄 掲 給料表 適用 受 職員 、 同表 右欄 定 者 該当

分

前項 規定 、職員 係 次 掲 額 算出 基礎 給料月額 、給料基礎額 。

（ ） 手当 額

（ ） 給与規程第 条第 項 規定 勤務 時間当 給与額

（管理職手当 額 特例）

第 条 特例期間 職員 管理職手当 額 、給与規程第 条 規定 、同条 規定

定 額 当該額 特定割合 乗 得 額（当該額 円未満 端数 生 、 切 捨

額） 減 額 。 、手当 額 算出 基礎 管理職手当 額 、同条 規定 定

額 。

（調整手当等 額 特例）

第 条 特例期間 職員 調整手当、期末手当及 勤勉手当 額 、給与規程第 条 規定

、次 各号 掲 職員 区分 応 、当該各号 定 者 例 。

（ ） 第 条第 項第 号 掲 職員 雇用機会創出 知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機

会創出支援基金 設置並 職員 定数等 特例 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「特例条

例」 。）第 条第 項第 号 掲 者

（ ） 第 条第 項第 号 掲 職員 特例条例第 条第 項第 号 掲 者

（ ） 第 条第 項第 号 掲 職員 特例条例第 条第 項第 号 掲 者

附 則

規程 、平成 年 月 日 施行 。

別表（第 条関係）

鳥取県企業局企業職員就業規則 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局企業職員就業規則 一部 改正 規程

鳥取県企業局企業職員就業規則（昭和 年鳥取県企業管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線
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改 正 後 改 正 前

（部分休業）

第 条 職員 部分休業（当該職員 歳 満

子 養育 日 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員 育児

休業等 関 法律（平成 年法律第 号）第 条

規定 適用 受 県職員 例 。

（分限）

第 条 職員 分限 、地方公務員法第 条及

第 条、職員 休職 事由 定 条例（昭和 年

月鳥取県条例第 号）及 職員 休職 事由 定

条例第 条第 号 公共的機関 定 規則（昭和

年 月鳥取県人事委員会規則第 号）並 、職員

分限 関 手続及 効果 関 条例（昭和 年

月鳥取県条例第 号）及 職員 分限 関 手続

及 効果 関 規則（昭和 年 月鳥取県人事委員

会規則第 号） 定 。 、職員

分限 関 手続及 効果 関 規則第 条 規

定 適用 。

（部分休業）

第 条 職員 部分休業（当該職員 歳 満

子 養育 日 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員 育児

休業等 関 法律（平成 年法律第 号）第 条

規定 適用 受 県職員 例 。

（分限）

第 条 職員 分限 、地方公務員法第 条及

第 条、職員 休職 事由 定 条例（昭和 年

鳥取県条例第 号）並 職員 分限 関 手続及

効果 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号）及

職員 分限 関 手続及 効果 関 規則（昭

和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 定

。 、職員 分限 関 手続及 効果

関 規則第 条 規定 適用 。
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引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

附 則

規程 、平成 年 月 日 施行 。

企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程

企業局企業職員 給与 関 規程（昭和 年鳥取県企業管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

14

14 29

41

４ １

３

２

鳥取県企業局管理規程第 号３
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改 正 後 改 正 前

（住居手当 適用除外職員等）

第 条 略

及 略

条例第 条 第 号 企業管理規程 定 職員

、第 条 該当 職員 、同条 規定 満

歳 達 日以後最初 月 日 間 子

居住 住宅 、同条 規定 異動又

公署 移転（国家公務員（国家公務員退職手当法

（昭和 年法律第 号）第 条 規定 者 。）、

職員以外 地方公務員又 公庫 予算及 決算 関

法律第 条 規定 公庫、国家公務員退職手当法

施行令第 条 各号 掲 法人、職員 退職手当

関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号）第 条第

項第 号 規定 地方公社 他知事

準 法人 認 使用 者

者 引 続 条例 適用 受 職員 者

、当該適用） 直前 住居 住宅

（前項 規定 公舎、住宅及 職員宿舎 除 。）

又 準 知事 定 住宅 借

受 、月額 万 円 超 家賃 支払

。

（住居手当 適用除外職員等）

第 条 略

及 略

条例第 条 第 号 企業管理規程 定 職員

、第 条 該当 職員 、同条 規定 満

歳 達 日以後最初 月 日 間 子

居住 住宅 、同条 規定 異動又

公署 移転（国家公務員（国家公務員退職手当法

（昭和 年法律第 号）第 条 規定 者 。）、

職員以外 地方公務員又 公庫 予算及 決算 関

法律第 条 規定 公庫、国家公務員退職手当法

施行令第 条 各号 掲 法人、職員 退職手当

関 条例（昭和 年 月鳥取県条例第 号）第

条第 項 規定 地方公社 他知事 準

法人 認 使用 者

者 引 続 条例 適用 受 職員 者

、当該適用） 直前 住居 住宅（前

項 規定 公舎、住宅及 職員宿舎 除 。）又

準 知事 定 住宅 借 受 、

月額 万 円 超 家賃 支払

。
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附 則

規程 、平成 年 月 日 施行 。

中津 操作規程及 茗荷谷 操作規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

中津 操作規程及 茗荷谷 操作規程 一部 改正 訓令

（中津 操作規程 一部改正）

第 条 中津 操作規程（昭和 年鳥取県企業訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

通 知 相 手 方
通知 方法

名 称 担当機関 名称

（ ） 知 事 倉吉地方県土整備局 維

持管理課

三朝町

長

三朝町役場 総務課

倉吉警

察署長

三朝温泉警察官駐在所 加入電話

（ ） 中国地

方整備

局

倉吉工事事務所 河川管

理課

別表第 （第 条関係）

通 知 相 手 方
通知 方法

名 称 担当機関 名称

（ ） 知 事 倉吉土木事務所 総務課

三朝町

長

土木課

倉吉警

察署長

三朝警察官駐在所 加入電話

（ ） 中国地

方整備

局

倉吉工事事務所 工務課

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

通 知 相 手 方
通知 方法

名 称 担当機関 名称

（ ） 知 事 郡家土木事務所 総務課

若桜町

長

若桜町役場 土木課

郡家警

察署長

若桜警察官派出所

鳥取保

線区長

若桜線路部長

加入電話

（ ） 中国地

方整備

局

鳥取工事事務所 工務課

別表第 （第 条関係）

通 知 相 手 方
通知 方法

名 称 担当機関 名称

（ ） 知 事 八頭地方県土整備局 維

持管理課

若桜町

長

若桜町役場 建設課

郡家警

察署長

若桜警察官駐在所 加入電話

（ ） 中国地

方整備

局

鳥取工事事務所 河川管

理課

１

１

２

１

１

２

１

１

２

１

１

２

13 13

1313

の
の

の

の
の

の

の
の

の

の
の

の

（茗荷谷 操作規程 一部改正）

第 条 茗荷谷 操作規程（昭和 年鳥取県企業訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

ダム の

ダム の を のように する

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた に める

の の の の で まれた を る

この は から する

２ ２

４ １

50

14
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